
 

令和６年１１月１２日 

 

 

第５８３回 海務協議会議題 

 

 

 

１．船陸交通マルチパス発給の処理期間の短縮について  

 

２．汎用申請に添付するエクセルの注意点 

 

３．税関官署のシステム利用停止に伴う NACCS利用不可について 

11月 16日（土）9：00～15：00 

 

４．令和 6年上半期の横浜税関における密輸事犯摘発状況報道発表 

 

５. 質疑応答 

 

 

 

<横浜税関 出席者>  

   監視部         安 部 次長 

  特別監視官第１部門   久保田 特別監視官 

  総括許可部門      小 原 統括監視官 

〃          志 鳥 上席監視官 



船陸交通許可マルチパス発給の処理期間の短縮について 

 

 

本関が主管となる船陸交通許可のマルチパス（税関様式 C第 2230号）につい

ては、これまで発給まで日数を要する場合がありました。 

今般、各支署の許可をシール化するなどの変更により、申請からパスの発給ま

での期間を短縮できることとなりました。 

 

 

 

 

 

（参考）マルチパス発給の根拠法令 
関税法第 24条第 2項、関税法施行令第 22条の 2第 2項、基本通達 24-5 
税関様式 C第 2210号（申請書）、C第 2220号（包括パス）、 
C第 2230号（マルチパス） 

 



 

汎用申請に添付するエクセルの注意点 

 

 

 

今般、汎用申請の内国貨物船用品積込承認申告に添付されたエクセルに申告

年月日欄、積込年月日欄のセルに「TODAY関数」が入っているものが確認されま

した。 

この関数は現在の日付を表す値を返すことから、 

例えば、申告した年月日が 2024/11/12 であっても TODAY 関数が入っていた

場合、税関職員がこれを開いた日 2024/11/13 となってしまいます。 

（開くたびに申請日が変わるため正しい申告書が保存できません） 

税関に提出するものについては、TODAY関数を消して、日付関係欄は変わらない

ようにする、または PDFに変換しての提出をお願いいたします。 

 

 

 

また、汎用申請対象の様式データについては、↓からダウンロード可能です。 

[NACCS掲示板から 業務コード集 汎用申請関係 汎用申請手続一覧] 

 

 

【電算関係業務事務処理要領(抜粋)】 

税関手続関連 

第２節 汎用申請関係手続 

４特記事項 

(1)添付する申請様式について 

申請様式については、事前に税関の確認を受けた場合を除き、汎用申請手続一覧

（「業務コード集」参照）からダウンロードしたものを、そのまま使用すること。 



税関官署のシステム利用停止に伴う NACCS 利用不可について 

 

 

 

  令和６年１１月１６日（土）に大黒埠頭出張所の設備点検による回線不通があるため、 

これにより、 

 

 

11月 16日（土） 09：00～15：00の間 
 

 横浜税関監視部取締部門（官署コード：2A） 

※横浜税関本関監視部で対応する川崎税関支署（官署コード：2M）の監視業務を含む 

に対する NACCS業務ができません。 

  

 大変ご迷惑をお掛けしますが、上記時間帯においては、マニュアル（窓口）での手続きお願

いいたします。 

 

なお、監視分庁舎の電話及び FAXにつきましては、通信可能となります。 

NACCS掲示板においても下記のとおり掲載しております。 
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連絡・問合せ先   

横浜税関 調査部 特別審理官（第１担当） 

℡０４５－２１２－６０８０ 

 

 
 

横浜税関における密輸摘発状況(令和６年上半期) 
 

 

 

  

 

１.不正薬物 (*１) 
不正薬物の摘発件数は１３３件(前年同期比約４％減、全国の約３割)、押収量(*２)は約７９４㎏ 

（同約 4.3倍、全国の約６割、すでに昨年の約 3.2倍）と、摘発件数は微減し、押収量は大幅に 

増加した。 

 (*１)覚醒剤､大麻､あへん､麻薬(ヘロイン､コカイン､ＭＤＭＡ等)､向精神薬及び指定薬物をいう。 

(*２)錠剤型薬物を除く。また、重量等未確定につき含まれないものがある。以下、個々の押収量についても同様。 

 

（１）覚醒剤 

摘発件数は１２件(同約 68％減）、押収量は約５５６㎏(同約 3.6倍) と、摘発件数は減少し、 

押収量は大幅に増加した。約５３１㎏（末端価格約 350億円）の大口摘発があった。 

（２）大麻 

・ 大麻草の摘発件数は３３件（同 3.3 倍）、押収量は約２４㎏（同約 123 倍）と、とも

に増加した。 

・ 大麻樹脂等（大麻リキッド等の大麻製品を含む。）の摘発件数は１１件（同約 1.8 倍）、

押収量は約１０kg（同約 4.6 倍）と、ともに増加した。 

（３）麻薬 

・ コカインの摘発件数は４件（同約 33％減）、押収量は約１７８kg（同約 124倍）と、摘発件

数は減少し、押収量は大幅に増加した。約１７８kg（末端価格約 44.5億円）の大口摘発があっ

た。 

・ ＭＤＭＡの摘発件数は１６件（同 1.6倍）、押収量は、非錠剤型が約１０kg（同約 57％減）

錠剤型が約３万４千錠（同約２倍）と、摘発件数及び錠剤型の押収量は増加し、非錠剤型

の押収量は減少した。 

・ その他の麻薬（ケタミン・ＬＳＤ等）の摘発件数は１８件（同約 1.3倍）、押収量は約１２kg 

（同約４倍）と、ともに増加した。 

（４）指定薬物 

摘発件数は３７件（同約 27％減）、押収量は約３kg（同約 3.4 倍）と、摘発件数は減少 

し、押収量は増加した。 
 

２.その他 

・米国来国際郵便を利用して拳銃部品（スライド）を輸入しようとした事案を摘発した。 

・台湾から仙台空港に到着した航空旅客から、身辺装飾品に偽装した金を摘発した。 

 

 

 

 

令和 ６年 ９月 ２５日 

横 浜 税 関 

不正薬物の押収量、上半期で昨年の３倍超え 

（覚醒剤約５３１㎏やコカイン約１７８㎏の大量摘発も） 

 

密輸情報フリーダイヤル ０１２０-４６１
シ ロ イ

-９６１
ク ロ イ

 

Ｅ-mail : yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp 

報 道 発 表 

Ann   
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【事例５】 

ベトナムから到着した国際郵便物に隠匿された

大麻約4.2kgを摘発した。 

（令和６年１月・川崎外郵出張所） 

 

 

【事例７】 

中国から到着した国際郵便物に隠匿された 

指定薬物（亜硝酸イソブチル）計約6.89g  

（いわゆる「ラッシュ」と呼ばれるもの）を摘発した。 

（令和６年３月・川崎外郵出張所） 

 

主な摘発事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

   

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１】 

メキシコから到着した海上コンテナ貨物から 

パーム油に偽装した覚醒剤約531㎏を摘発した。 

（令和６年４月・監視部検査部門） 

 

【事例３】 

オランダから到着した国際郵便物に隠匿された

ＭＤＭＡ4,982錠を摘発した。 

（令和６年３月・川崎外郵出張所） 

 

 

【事例２】 

小型船舶を利用して海上から引き揚げて陸揚

げしたコカイン約178kgを摘発した。 

（令和６年５月・調査部審理部門） 

【事例６】 

台湾から仙台空港に到着した旅客の携帯品に

隠匿された大麻リキッド約0.59gを摘発した。 

（令和６年５月・仙台空港税関支署） 

  

【事例４】 

ドイツから到着した国際郵便物に隠匿された 

ケタミン約10kgを摘発した。 

（令和６年１月・川崎外郵出張所） 

 

【事例８】 

米国から到着した国際郵便物に隠匿された 

拳銃部品であるスライドを摘発した。 

（令和６年２月・川崎外郵出張所） 
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【資料１】社会悪物品の摘発実績（横浜） 

 
（注） １．税関が摘発した密輸事件のほか、警察等他機関が摘発した事件で、税関が当該事件に関与したものを含む。 

２．覚醒剤は、覚醒剤及び覚醒剤原料の合計を示す。 
３．大麻樹脂等は、大麻樹脂のほか、大麻リキッド・大麻菓子等の大麻製品の合計を示す。 
４．MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。 
５．その他麻薬には、ケタミン・LSD等が含まれる。 
６．端数処理のため数値が合わないことがある。 
７．数量の表記について、「0」とは 500ｇまたは 500錠未満の場合を示し、「－」とは全く無い場合を示す。 
８．令和５年、令和６年の数値は速報値である。 
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【資料２】不正薬物の密輸形態別摘発件数（横浜）          （件） 

 

（注）航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。 

 
 

【資料３】不正薬物の仕出地別摘発件数（令和６年上半期） 

 

（注）端数処理のため数値が合わないことがある 

       

        横浜税関ホームページ 

                    http://www.customs.go.jp/yokohama/ 

「あやしい」と感じたら… 

ためらわず税関に通報を！！！ 


